
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

許 可 番 号

　

第

　

００６０９０１２９７３

　

号

　　　　　

産業廃棄物収集運搬業許可証

　　　

岩手県盛岡市羽場１３地割３０番地１１

　　　

株式会社東北ターボ工業

　　　

代表取締役

　

生内一晶

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第１項の許可を受けた者であることを証する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

産誓言－・参議
；
；露翻す書

　　　　　

山形県知事 吉村美栄雪響き調誓薄謝
許可の年月日

　　　　　　　　　　

令和

　　

６

　

年

　　

７

　

月

　

１５

　

日

許可の有効年月日

　　　　　　　　

令和 １１ 年

　　

７

　

月

　

１４

　

日

１

　

事業の範囲
種類 取扱 特記事項 種類 取扱 特記事項

燃え殻 × 金属くず ○
汚泥 ○ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ○
廃油 × 鉱さい ○
廃酸 × がれき類 ○
廃アルカリ Ｘ 動物のふん尿 ×

廃プラスチック類 ○ 動物の死体 ×

紙くず × ばいじん ×

木くず × 政令第２条第１３号に規定する産業廃棄物 ×

維くず × 自動車等破砕物 ×

動植物性残さ × 石綿含有産業廃棄物 ○
動物系固形不要物 × 水銀使用製品産業廃棄物 ×

ゴムくず × 水銀含有ばいじん等 ×

これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。
［備考］ 表中の「０」 は取扱うことができるもの、 「◎」 は積替え及び保管を行うことができるもの、 「×」 は取扱

　　

うことができないものを示す。

２

　

積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保管を行う産業廃棄

　

物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれ

　

る場合は、 その旨を含む。）、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ

　　　

なし

３

　

許可の条件

　　　

なし

４

　

許可の更新又は変更の状況

　　　

平成１６年 ７月１５日

　　　　　

許可

　　　

平成２１年 ７月１５日

　　　　　

許可の更新

　　　

平成２６年 ７月１６日

　　　　　

許可の更新

　　　

令和元年 ７月１５日

　　　　　

許可の更新

　　　

令和 ６年 ７月１５日

　　　　　

許可の更新

“ 犠許可の有無

　

～繍＠

６ 規則第９条の２第８項の規定による許可証の提出の有無

　

脊

　

， ⑱

備考
市長が交付する許可証については、 積替え許可の有無の記載は不要とすること。

（１枚のうち１）


